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去
る
６
月
25
日
、
市
内
に
お
い

て
、
令
和
３
年
度
通
常
議
員
総
会
を

開
催
し
た
。

　
開
会
に
先
立
ち
、
５
月
に
ご
逝

去
さ
れ
た
山
本
昌
邦
前
議
員
（
栃

木
レ
ザ
ー
㈱
前
代
表
取
締
役
）
に

対
し
、
黙
祷
が
捧
げ
ら
れ
た
。

　
総
会
は
、
は
じ
め
に
荒
金
会
頭

よ
り
「
コ
ロ
ナ
禍
収
束
後
に
は
社

会
・
経
済
の
回
復
を
見
通
し
た
新

た
な
創
造
と
変
革
へ
の
取
り
組
み

を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
会
員
企
業
に
寄
り
添
い

な
が
ら
、
き
め
細
か
な
支
援
・
対

応
を
図
り
、
地
域
に
根
ざ
し
た
総

合
的
な
経
済
団
体
と
し
て
の
役
割

を
担
っ
て
ま
い
り
た
い
。」

と
挨
拶
が
さ
れ
た
。

　
議
事
は
、
荒
金
会
頭
が

議
長
と
な
り
、
ま
ず
、
議

員
職
務
執
行
者
変
更
に
つ

い
て
報
告
が
さ
れ
た
。

　
次
に
、
令
和
２
年
度

事
業
報
告
並
び
に
収
支

決
算
報
告
に
つ
い
て
事

務
局
よ
り
説
明
の
後
、

田
邉
監
事
よ
り
監
査
報

告
、
そ
の
後
、
慎
重
に

審
議
さ
れ
、
原
案
の
と

お
り
承
認
可
決
さ
れ
た
。

　
続
い
て
、
定
款
の
一

部
改
正
（
案
）、
常
設
委

員
会
正
副
委
員
長
の
選

任
（
案
）
に
つ
い
て
審

議
さ
れ
、
原
案
の
と
お

り
承
認
可
決
さ
れ
た
。

（
令
和
２
年
度
主
な
事
業

に
つ
い
て
は
P2
～
P3
に

掲
載
）

通
常
議
員
総
会
開
催

通
常
議
員
総
会
開
催

小規模事業特別会計小規模事業特別会計
収入の部収入の部 （単位：千円）（単位：千円）

（単位：千円）（単位：千円）

（単位：千円）（単位：千円）

（単位：千円）（単位：千円）

（単位：千円）（単位：千円）

（単位：千円）（単位：千円） 支出の部支出の部

収入の部収入の部

支出の部支出の部

収入の部収入の部

支出の部支出の部

収益事業特別会計収益事業特別会計一般会計一般会計

款 決算額
補 助 金 45,773
事 業 収 入 1,083
雑 収 入 0
繰 入 金 22,186

合　　　　　計 69,042

款 決算額
人 件 費 52,103
事 業 費 4,861
中小企業景況調査事業費 95
一 般 事 業 費 11,732
管 理 費 214
雑 費 37
合　　　　　計 69,042

款 決算額
手 数 料 収 入 50,886
貸 室 収 入 26,015
検 定 事 業 収 入 1,634
補 助 金 12,241
雑 収 入 1,424
共 済 配 当 金 受 入 7,575
合　　　　　計 99,775

款 決算額
給 与 費 13,751
福 利 厚 生 費 1,675
維 持 管 理 費 26,651
事 業費 ･事務局費 8,914
租 税 公 課 7,087
共 済配当 ･繰入金 41,697
合　　　　　計 99,775

款 決算額
会 　 　 　 費 25,768
交 　 付 　 金 6,000
事 業 収 入 2,109
寄 付 金 ・ 負 担 金 7,670
繰 入 金 29,681
繰 越 金 ・ そ の 他 47,253
合　　　　　計 118,481

款 決算額
給 与 費 8,756
事 務 局 費 6,559
会 議 費 2,277
事 業 費 4,757
繰 入 金 ・そ の 他 35,398
次 年 度 繰 越 金 60,734
合　　　　　計 118,481

令和２年度各会計収支決算書

通常議員総会開催風景

　（簡略版）
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　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、４月に国による「緊急事態宣言」が発出さ
れた。栃木県においては、令和３年１月に緊急事態宣言が再発出されるなど、急速な社会活動の自粛志
向や新たな生活様式の行動指針により、人々が集まる各種イベントや事業等が相次いで延期や中止と
なった。未だ収束の兆しが見えないまま、社会・経済活動が抑制された状態が継続している。
　これにより、わが国経済は飲食業・小売業・サービス業をはじめ多種多様な業種において厳しい経営
環境が続いている。特に、生産年齢人口の減少等による人手不足や経営者の高齢化等による廃業の増加
などの構造的課題を抱える中小・小規模事業者は、事業継続と雇用の確保に必死に取り組んでいるが、
経営は深刻さを増しており、地域経済への影響も深刻化している。

　令和２年度における主要な施策については、「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、
経済的苦境が続く事業者の相談に積極的に対応するとともに、国・県・市等による給付金の受給・補助金
制度の活用や資金繰り等施策の支援を強力に実施した。
　また、飲食・食品関連事業における売上確保や販路拡大を目的とした「栃木商工会議所SOS情報掲載サ
イト」を立ち上げ、支援を行った。
　さらに、中小企業がこれからの時代を生き抜くためには、IoT、AI、クラウド等を活用したデジタルシ
フトによる生産性の向上が必要となることから、それらの啓蒙・啓発の推進などコロナ禍の中で有効且つ
実現可能な事業を思考し重点的に実施した。

主 な 事 業 実 施 状 況

１．小規模事業者等への災害復旧・復興、感染症等への対策支援について
〇�日本商工会議所や全国の商工会議所と足並みを揃え、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業
者に対し、種々の支援を実施した。
　	「新型コロナウイルス感染症に関する経営相談窓口」を開設し、最新情報の周知や各種補助金・給付金の
申請、売上減少対策や資金繰り等の相談に対応するほか、下記の主要事業を実施した。

「栃木商工会議所SOS情報掲載サイト」を開設
〇		飲食業等への支援として「栃木商工会議所SOS情報掲載サイト」を
４月13日より開設するとともに、チラシを作成配付し、デリバリー
やテイクアウトによる消費喚起を促した。

〇		「栃木商工会議所公式ツイッター」を活用し、情報発信機能を拡充
させる等、事業者支援に重点的に取り組んだ。

「新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」を作成配布
○	新型コロナウイルス感染症の予防や感染者発生時の対応策等をまと
めた「新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」を作成し、12月
７日より当所ホームページに公開するとともに配布した。
〇	国や県・市等行政機関からの周知依頼に基づき、速やかな情報提供
に努めた。

（SOS情報掲載サイトとチラシ）

（新型コロナウイルス感染症拡大対策資料）

令和２年度　総括的概要
経済的背景
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「2020栃木市プレミアム付き商品券」を発行
〇	当所および市内５商工会で構成される栃木市商工経済団体連絡協議
会では、「2020栃木市プレミアム付き商品券『とち介商品券』」を発
行し、11月24日より販売した。
〇	令和元年の台風第19号の被災や新型コロナウイルス感染症拡大によ
り、幅広い業種の事業者が影響を受けているため、発行総額を５億
２千万円（プレミアム率30％）に増額し、飲食店専用の商品券を追
加した。

２．商工会議所の継続性と組織の強化について
会員事業所向け各種セミナーを開催
〇	令和２年度の当所のセミナーは、会場での受講のほか、オンライン
や録画による受講を実施するなど、新型コロナウイルス感染拡大防
止対策を徹底し、実施した。
〇	９月３日に事故・災害等に対するリスクマネジメントを強化するこ
とを目的にBCP（事業継続計画）策定を支援する「BCP短期策定ワー
クショップ」を開催した。
〇	９月18日には、社会人に求められる能力を身につけ、会社に貢献で
きる「人」の育成方法を学ぶことを目的とした「ビジネスマナーセ
ミナー」を開催した。

３．多様な人材育成について
創業人材育成事業「創業塾」を開催
〇	９月８日より計６回にわたり、新規創業者、創業予定者を対象に「創
業塾」を開催した。
〇	地域の開業率の向上と新たな雇用の創出、創業者の開業後の売上及び
利益の安定的な確保と事業の継続性を高めることを目的としている。
〇	開業のための心構えや諸届関係、融資、数値計画、マーケティングや
SNSの活用等について学ぶほか、受講者自身が事業計画を作成した。
〇創業予定者同士のネットワークを広げる機会となった。

４．政策提言について
〇	４月７日、正副会頭が栃木市役所を訪問し、「国土強靭化及び地域経済発展に関する要望」を大川秀子市
長に陳情した。
　	　本陳情の内容として、令和元年の台風第19号に伴う水害で被害を
受けた永野川、巴波川、思川水系の一級河川の早期復旧や強靭な治
水対策と都市計画道路小山栃木都賀線の工事未着手区間の早期開通
に向けた整備促進の２項目を要望した。併せて、新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止の対応や商工業者への支援等を求めた。

要望事項
①一級河川（永野川・巴波川・思川水系）の治水対策について
②都市計画道路「小山栃木都賀線」の早期整備について

（ビジネスマナーセミナー開催）

（創業塾開講）

（要望を陳情する正副会頭一同）

（商品券引換販売）
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栃
木
県
商
工
会
議
所
連
合
会

栃
木
県
商
工
会
議
所
連
合
会

通
常
総
会
開
催

通
常
総
会
開
催

日
商
検
定
実
施
報
告

商工会議所検定試験

第158回簿記検定試験
 試験日　2021年６月13日㈰

　 受験者数 合格者数 合格率
１級 ２ － 　　－
２級 22 ５ 22.7％
３級 56 21 37.5％
合計 80 26 　　－
※１級の発表は、中央審査後となります。

第222回珠算検定試験
試験日　2021年６月27日㈰

受験者数 合格者数 合格率
１級 8 2 25.0％
２級 14 4 28.6％
３級 15 7 46.7％
４級 2 1 50.0％
５級 0 0
６級 5 5 100.0％
合計 44 19 43.2％

常
議
員
会
開
催
報
告

常
議
員
会
開
催
報
告

去
る
６
月
18
日
、
当
所
に

お
い
て
、
常
議
員
会
を
開
催

し
た
。

開
会
に
先
立
ち
、
５
月
に

ご
逝
去
さ
れ
た
山
本
昌
邦
前

議
員
（
栃
木
レ
ザ
ー
㈱
前
代

表
取
締
役
）
に
対
し
、
黙
祷

が
捧
げ
ら
れ
た
。

議
事
は
、
荒
金
会
頭
が
議

長
と
な
り
、
ま
ず
、
議
員
職

務
執
行
者
変
更
に
つ
い
て
報

告
が
さ
れ
た
。

次
に
、
令
和
２
年
度
事
業

報
告
並
び
に
収
支
決
算
報
告

に
つ
い
て
事
務
局
よ
り
説
明

の
後
、
藤
沼
監
事
よ
り
監
査

報
告
、
そ
の
後
、
慎
重
に
審

議
さ
れ
、
原
案
の
と
お
り
承

認
可
決
さ
れ
た
。

続
い
て
、
定
款
の
一
部
改

正
（
案
）、
常
設
委
員
会
正

副
委
員
長
の
選
任
（
案
）
に

つ
い
て
審
議
さ
れ
、
原
案
の

と
お
り
承
認
可
決
さ
れ
た
。

去
る
６
月
18
日
、
宇
都
宮

市
内
に
お
い
て
、
栃
木
県
商

工
会
議
所
連
合
会
令
和
３
年

度
通
常
総
会
が
開
催
さ
れ
、

荒
金
会
頭
、
若
菜
・
茂
呂
・

小
野
口
・
膝
附
各
副
会
頭
、

國
保
専
務
理
事
が
出
席
さ
れ

た
。総

会
は
、
藤
井
県
連
会
長

の
挨
拶
に
始
ま
り
、
令
和
２

年
度
事
業
報
告
、
令
和
２
年

度
一
般
会
計
収
支
決
算
及
び

特
別
会
計
収
支
決
算
に
つ
い

て
審
議
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
承

認
可
決
さ
れ
た
。
ま
た
、
任

期
満
了
に
伴
う
役
員
の
改
選

に
つ
い
て
は
、
藤
井
会
長

（
宇
都
宮
商
工
会
議
所
会
頭
）

を
は
じ
め
と
す
る
役
員
選
任

（
案
）
が
承
認
可
決
さ
れ
た
。

（
公社
）
栃
木
法
人
会

�

栃
木
地
区
会

　（
公社
）
栃
木
法
人
会
栃
木

地
区
会
（
小
田
垣
俊
郎
地
区

会
長
）
で
は
、
去
る
５
月
20

日
、
来
賓
多
数
を
迎
え
、
第

９
回
地
区
総
会
を
開
催
し
た
。

　
総
会
で
は
、
令
和
３
年
度

事
業
計
画
並
び
に
収
支
予
算

の
報
告
及
び
、
令
和
２
年
度

事
業
報
告
並
び
に
収
支
決
算

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
原
案

の
通
り
承
認
可
決
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
任
期
満
了
に
伴
う

役
員
改
選
で
は
、
地
区
会
長

に
若
菜
秀
夫
氏
が
選
任
さ
れ

た
。栃

木
納
税
貯
蓄
組
合

�

連
合
会

　
栃
木
納
税
貯
蓄
組
合
連
合

会
（
福
富
正
浩
会
長
）
で

は
、
去
る
６
月
８
日
、
第
65

回
定
時
総
会
を
開
催
し
た
。

　
総
会
で
は
、
令
和
２
年
度

事
業
報
告
並
び
に
収
支
決

算
、
令
和
３
年
度
事
業
計

画
（
案
）
並
び
に
収
支
予
算

（
案
）、
役
員
改
選
（
案
）
が

そ
れ
ぞ
れ
原
案
の
通
り
承
認

可
決
さ
れ
た
。

栃
木
青
色
申
告
会

　
栃
木
青
色
申
告
会
（
松
浦

良
雄
会
長
）
で
は
、
去
る
６

月
14
日
、
第
63
回
定
時
総
会

を
開
催
し
た
。

　
総
会
で
は
、
令
和
２
年
度

事
業
報
告
並
び
に
収
支
決

算
、
令
和
３
年
度
事
業
計

画
（
案
）
並
び
に
収
支
予
算

（
案
）
が
そ
れ
ぞ
れ
原
案
の

通
り
承
認
可
決
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
任
期
満
了
に
伴
う

役
員
改
選
で
は
、
会
長
に
熊

倉
充
義
氏
が
選
任
さ
れ
た
。
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木
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務
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管
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会

　
栃
木
税
務
署
管
内
青
色
申

告
会
連
合
会
（
嶋
田
積
男
会

長
代
行
）
で
は
、
去
る
６
月

16
日
、
役
員
お
よ
び
税
務
当

局
に
よ
る
第
58
回
定
時
総
会

を
開
催
し
た
。

　
総
会
で
は
、
令
和
２
年
度

事
業
報
告
並
び
に
収
支
決

算
、
令
和
３
年
度
事
業
計

画
（
案
）
並
び
に
収
支
予
算

（
案
）
が
そ
れ
ぞ
れ
原
案
の

通
り
承
認
可
決
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
任
期
満
了
に
伴
う

役
員
改
選
で
は
、
会
長
に
熊

倉
充
義
氏
が
選
任
さ
れ
た
。

栃
木
市
商
店
会
連
合
会

�

（
書
面
表
決
）

　
栃
木
市
商
店
会
連
合
会

（
田
島
　
大
会
長
）
で
は
、

第
70
回
定
時
総
会
を
書
面
表

決
で
開
催
し
、
会
則
の
変

更
、
令
和
２
年
度
事
業
報
告

並
び
に
収
支
決
算
、
令
和
３

年
度
事
業
計
画
（
案
）
並
び

に
収
支
予
算
（
案
）
が
そ
れ

ぞ
れ
原
案
の
通
り
承
認
可
決

さ
れ
た
。

栃
木
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
工
業
会

�

（
書
面
表
決
）

　
栃
木
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
工
業

会
（
松
本
　
稔
会
長
）
で

は
、
第
28
回
通
常
総
会
を
書

面
表
決
で
開
催
し
、
令
和
２

年
度
事
業
報
告
並
び
に
収
支

決
算
、
令
和
３
年
度
事
業
計

画
（
案
）
並
び
に
収
支
予
算

（
案
）
が
そ
れ
ぞ
れ
原
案
の

通
り
承
認
可
決
さ
れ
た
。

令
和
２
年
度 

各
団
体
総
会 

開
催
報
告

   

※
開
催
日
順
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〇必要とする支援策 〇影響の内容

専
門
家
相
談
会

◆
金
融
相
談
会

　
日
　
時
　
８
月
12
日（
木
）

　
　
　
　
　
10
時
～
正
午

　
場
　
所
　
401
会
議
室

　
相
談
員
　
日
本
政
策
金
融

　
　
　
　
　
公
庫
佐
野
支
店

　
　
　
　
　
国
民
生
活
事
業

◆
経
営
相
談
会

　
日
　
時
　
８
月
17
日（
火
）

　
　
　
　
　
10
時
～
15
時

　
場
　
所
　
302
会
議
室

　
相
談
員
　
よ
ろ
ず
支
援
拠
点

◆
事
業
承
継
相
談
会

　
日
　
時
　
８
月
24
日（
火
）

　
　
　
　
　
10
時
～
15
時

　
場
　
所
　
302
会
議
室

　
相
談
員
　
事
業
引
継
支
援
セ
ン
タ
ー

◆
コ
ロ
ナ
対
策
経
営
相
談
会

　
日
　
時
　
毎
週
金
曜
日

　
　
　
　
　
10
時
～
17
時

　
場
　
所
　
301
会
議
室

　
相
談
員
　
中
小
企
業
診
断
士

	

※	

ご
相
談
に
は
、
事
前
予

約
の
ご
連
絡
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

【
予
約
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　
中
小
企
業
相
談
所	

　
℡
23
‐
３
１
３
１

経
営
指
導
員
定
例
相
談
会

◆
経
営
な
ん
で
も
相
談

　
開
催
日
　
毎
週
月
曜
日

◆
商
工
法
律
相
談

　
開
催
日
　
毎
週
火
曜
日

◆
労
務
雇
用
相
談

　
開
催
日
　
毎
週
水
曜
日

◆
金
融
ま
る
ご
と
相
談

　
開
催
日
　
毎
週
木
曜
日

◆
知
的
財
産
権
相
談

　
開
催
日
　
毎
週
金
曜
日

※
い
ず
れ
も
　
９
時
～
17
時

※
場
　
　
所
　
１
階
事
務
室

企
業
サ
ポ
ー
ト
情
報

当
所
で
は
、
市
内
５
商
工

会
と
連
携
し
て
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
第
4

波
）
の
影
響
に
よ
る
会
員
事

業
所
の
経
営
状
況
を
把
握

し
、
適
切
な
支
援
を
実
施
す

る
こ
と
、
調
査
結
果
を
踏
ま

え
国
・
県
・
市
等
の
関
係
機

関
に
対
し
て
提
言
要
望
を
行

う
こ
と
を
目
的
に
、
本
調
査

を
実
施
し
た
。

【
調
査
期
間
】

令
和
３
年
６
月
１
日

　
～
６
月
11
日
の
11
日
間

【
調
査
対
象
】

対
象
事
業
所
３
，
５
７
９
社

【
回
答
数
】

１
，２
７
９
社

	

（
回
答
率
：
35.7
％
）

【
調
査
結
果
】

回
答
者
１
，２
７
９
社
の

う
ち
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
第
４
波
の
影
響

に
よ
り
、「
こ
れ
ま
で
と
同

様
の
影
響
が
出
て
い
る
」
と

回
答
し
た
の
は
全
体
の
46.9
％

と
最
も
多
く
、「
マ
イ
ナ
ス

の
影
響
が
拡
大
し
て
い
る
」

（
14.9
％
）
と
「
現
時
点
で
は

な
い
が
今
後
影
響
が
出
る
可

能
性
が
あ
る
」（
13.6
％
）
を

含
め
る
と
、
マ
イ
ナ
ス
の
影

響
の
継
続
や
拡
大
を
懸
念
す

る
事
業
所
が
全
体
の
75.4
％
を

占
め
て
い
る
。

ま
た
、
業
種
別
で
「
マ
イ

ナ
ス
の
影
響
が
拡
大
し
て
い

る
」
と
回
答
し
た
割
合
が
最

も
高
か
っ
た
の
は
「
飲
食
業
」

で
33.3
％
、
次
い
で
「
交
通
・

運
輸
業
」（
26.9
％
）、「
宿
泊

業
」（
25.0
％
）
と
な
っ
た
。

「
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
が

あ
る
」
と
し
た
事
業
所

１
，１
１
２
社
の
う
ち
、
最
も

多
く
挙
げ
ら
れ
た
影
響
（
複

数
回
答
）
は
「
受
注
・
売
上

の
減
少
」
で
727
社
、
46.2
％
を

占
め
、「
消
費
意
欲
の
悪
化

に
伴
う
客
数
の
減
少
」
476

社
（
30.2
％
）、「
感
染
予
防
策

等
に
伴
う
コ
ス
ト
増
」
164
社

（
10.4
％
）
と
続
い
た
。

今
年
秋
頃
の
業
況
見
通
し

に
つ
い
て
、「
現
状
と
変
わ

ら
な
い
」
と
回
答
し
た
の
は

全
体
の
65.6
％
と
最
も
多
く
、

「
現
状
よ
り
悪
く
な
っ
て
い

る
」（
25.0
％
）
を
含
め
る
と

全
体
の
90.6
％
を
占
め
、
先
行

き
に
不
安
を
抱
く
事
業
所
が

多
い
結
果
と
な
っ
た
。

従
業
員
の
勤
務
・
雇
用

状
況
に
つ
い
て
、「
特
に
な

し
」
と
回
答
し
た
の
は
全
体

の
66.1
％
と
最
も
多
く
、
次
い

で
「
休
暇
・
休
業
を
取
っ
て

い
る
」（
13.7
％
）、「
遅
出
・

早
退
等
で
対
応
し
て
い
る
」

（
9.2
％
）
と
な
っ
た
。

一
方
で
、
一
部
の
建
設
業

や
製
造
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
に

お
い
て
「
人
員
の
増
加
を

図
っ
た
、
又
は
人
員
増
加
を

予
定
」
と
い
っ
た
回
答
も
出

さ
れ
て
い
た
。

公
的
助
成
制
度
の
利
用

に
つ
い
て
は
、「
利
用
し
な

か
っ
た
」
と
し
た
回
答
が
全

体
の
42.7
％
と
最
も
多
く
、
一

方
で
「
緊
急
資
金
利
子
補
助

金
」（
10.0
％
）
や
「
一
時
支

援
金
」（
7.8
％
）
の
利
用
が

目
立
っ
た
。

今
後
必
要
な
支
援
策
等
に

つ
い
て
は
、「
給
付
金
・
一

時
支
援
金
」
と
回
答
し
た
の

は
、
全
体
の
41.6
％
と
最
も
多

く
、
次
い
で
「
税
・
社
会
保

険
・
公
共
料
金
の
納
付
猶

予
」（
15.1
％
）、「
資
金
繰
り

支
援
・
貸
付
」（
15.0
％
）
と

な
っ
て
お
り
、
資
金
面
に
お

け
る
支
援
の
希
求
が
高
か
っ

た
。今

後
、
本
調
査
結
果
に
基

づ
き
、
各
関
係
機
関
等
に
対

し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
に
対
す
る
支

援
策
の
提
言
要
望
を
行
っ
て

い
く
と
と
も
に
、
当
所
で
行

え
る
支
援
策
を
検
討
し
て
い

く
た
め
の
資
料
と
し
て
活
用

し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
第
４
波
）
の

影
響
に
よ
る
経
営
状
況
調
査
」
結
果
報
告

【
調
査
総
括
（
一
部
抜
粋
）】

メールアドレス変更のご案内
この度、当所では、メールアドレスを
変更致しましたので、下記アドレスに
ご登録内容の変更をお願い致します。

変更後　tcci@tocgihi-cci.or.jp
※	旧メールアドレスは令和４年３月31日を
　過ぎますと無効になります。
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◆
月
次
支
援
金
（
国
）　

　
⑴
概
要

　	

2021
年
４
月
以
降
に
実
施
さ

れ
た
緊
急
事
態
措
置
又
は

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置

（
以
下
、
対
象
措
置
）
に

伴
う
「
飲
食
店
の
休
業
・

時
短
営
業
」
や
「
外
出
自

粛
等
」
の
影
響
に
よ
り
売

上
が
50
％
以
上
減
少
し
た

中
小
法
人
・
個
人
事
業
者

等
に
対
し
、
支
援
金
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

※	

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
休

業
又
は
時
短
営
業
の
要
請

に
伴
う
協
力
金
の
支
給
対

象
の
事
業
者
は
対
象
外

⑵
給
付
要
件

　	

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
事
業
所
は
、
業
種
や
所

在
地
を
問
わ
ず
、
給
付
対

象
と
な
り
得
ま
す
。

①	

対
象
措
置
を
実
施
す
る
都

道
府
県
に
所
在
す
る
飲
食

店
と
直
接
・
間
接
の
取
引

が
あ
る
こ
と

②	

対
象
措
置
を
実
施
す
る
都

道
府
県
に
所
在
す
る
個
人

顧
客
と
直
接
的
な
取
引
が

あ
る
こ
と

☆	

2016
年
以
降
の
旅
行
客
の
５

割
以
上
が
対
象
措
置
実
施

都
道
府
県
内
か
ら
来
訪
し

て
い
る
こ
と
が
2021
年
１
月

以
前
か
ら
公
開
さ
れ
て
い

る
統
計
デ
ー
タ
に
よ
り
確

認
で
き
る
市
区
町
村
等
の

旅
行
関
連
事
業
者
で
あ
る

こ
と

☆	

そ
の
旅
行
関
連
事
業
者
へ

商
品
の
販
売
又
は
サ
ー
ビ

ス
等
を
直
接
又
は
販
売
・

提
供
先
を
経
由
し
て
、
提

供
し
て
い
る
こ
と

※	

旅
行
関
連
事
業
者
と
は

　	

飲
食
事
業
者
（
飲
食
店
・

喫
茶
店
等
）、
宿
泊
事
業

者（
ホ
テ
ル
、
旅
館
等
）、

旅
客
運
送
事
業
者
（
タ
ク

シ
ー
、
バ
ス
等
）、
自
動

車
賃
貸
業
、
旅
行
代
理
店

事
業
者
、
文
化
・
娯
楽

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
博
物

館
、
美
術
館
、
動
物
園
、

植
物
園
、
水
族
館
、
公

園
、
遊
園
地
、
公
衆
浴

場
、
興
行
場
、
興
行
団

等
）、
小
売
事
業
者
（
土

産
物
店
等
）
等

※	

栃
木
県
は
、V-RESAS

の

2020
年
各
週
デ
ー
タ
を
も
と

に
、
2021
年
４
・
５
月
の
該

当
都
道
府
県
で
あ
る
こ
と

が
分
析
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑶
支
給
額

　	

中
小
法
人
等
：
上
限
20
万
円
／
月

　	

個
人
事
業
者
等
：
上
限
10
万
円
／
月

⑷
算
出
方
法

　	

2019
年
又
は
2020
年
の
基
準
月

の
売
上
‐
2021
年
の
対
象
月

の
売
上

⑸
申
請
受
付
期
間

　
４
月
・
５
月
分

　
６
月
16
日
～
８
月
15
日

　
６
月
分

　
７
月
１
日
～
８
月
31
日

⑹
申
請
方
法

　
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
み

⑺
注
意
事
項

①	

栃
木
県
で
は
、
４
月
以
降

対
象
措
置
が
実
施
さ
れ
て

お
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
１

月
～
３
月
を
対
象
と
し
た

国
の
一
時
支
援
金
給
付
対

象
事
業
者
は
本
支
援
金
対

象
外
と
な
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
の
で
、
必
ず
Ｈ
Ｐ

か
ら
給
付
要
件
を
確
認

し
、
対
象
と
な
る
か
判
断

し
て
く
だ
さ
い
。

②	
提
出
書
類
と
は
別
に
保
存

書
類
を
準
備
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
保
存
書

類
は
、
給
付
要
件
に
よ
り

異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
Ｈ
Ｐ
よ
り
ご
確
認
く

だ
さ
い
。
な
お
、
保
存
資

料
は
、
申
請
者
が
給
付
要

件
を
満
た
さ
な
い
お
そ
れ

が
あ
る
場
合
に
、
提
出
を

求
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。

③	

申
請
前
に
登
録
確
認
機
関

で
事
前
確
認
を
受
け
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。（
栃
木

商
工
会
議
所
管
内
の
事
業

者
は
、
当
所
で
の
事
前
確

コ
ロ
ナ
関
連
補
助
金
の
ご
案
内

コ
ロ
ナ
関
連
補
助
金
の
ご
案
内

認
が
可
能
で
す
）
既
に
一

時
支
援
金
を
受
給
し
て
い

る
、
又
は
一
回
目
の
月
次

支
援
金
の
申
請
で
事
前
確

認
を
受
け
た
場
合
、
二
回

目
以
降
の
月
次
支
援
金
の

申
請
を
行
う
際
の
事
前
確

認
は
不
要
で
す
。

※	

事
前
確
認
は
、
申
請
希
望

者
が
事
業
を
実
施
し
て
い

る
か
等
の
確
認
で
あ
り
、

給
付
を
お
約
束
す
る
も
の

で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

⑻
問
い
合
わ
せ
先

　	

月
次
支
援
金
事
業	

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
℡
0120
‐
２
１
１
‐
２
４
０

　
Ｈ
Ｐ
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
：

　	https://ichijishienkin.
go.jp/getsujishienkin/
index.htm

l

◆
栃
木
県
地
域
企
業
応
援
一
時
金（
県
）

⑴
概
要

　	

栃
木
県
内
に
主
た
る
事
業

所
を
有
し
、
2021
年
４
月
又

は
５
月
の
売
上
高
が
、
前

年
又
は
前
々
年
同
月
比
で

50
％
以
上
減
少
し
て
い
る

中
小
法
人
・
個
人
事
業
者

等
に
対
し
、
一
時
金
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

⑵
給
付
要
件

①	

栃
木
県
内
に
主
た
る
事
業

所
を
有
す
る
事
業
者

②	

法
人
の
場
合
は
、
次
の
い

ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と

○	

資
本
金
・
出
資
総
額
が
10

億
円
未
満
で
あ
る
こ
と

○	

資
本
金
・
出
資
総
額
が
定

め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、

常
時
使
用
す
る
従
業
員
数

が
２
，
０
０
０
人
以
下
で

あ
る
こ
と

③	

2021
年
４
月
又
は
５
月
の
売

上
高
が
、
前
年
同
月
比
又

は
前
々
年
同
月
比
で
50
％

以
上
減
少
し
て
い
る
こ
と

④	

次
の
ア
～
オ
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
こ
と

ア
飲
食
店
を
営
む
事
業
者

イ	

ア
と
当
該
飲
食
店
の
営
業

に
関
し
て
直
接
又
は
間
接

の
反
復
継
続
し
た
取
引
が

あ
る
事
業
者

ウ	

主
に
対
面
で
個
人
向
け
に

商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
を
行
う
事
業
者

エ	

直
接
、
ウ
に
商
品
の
販
売

又
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を

反
復
継
続
し
て
行
う
事
業

者
オ	

販
売
・
提
供
先
を
経
由
し

て
、
ウ
に
商
品
の
販
売
又

は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
反

復
継
続
し
て
行
う
事
業
者

⑤	

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
拡
大
防
止
の
た
め
の
業

種
別
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

沿
っ
た
対
策
を
実
施
し
て

い
る
こ
と

⑥	

今
後
も
事
業
を
継
続
す
る

意
思
が
あ
る
こ
と

※	

2021
年
４
月
又
は
５
月
の
国

の
月
次
支
援
金
給
付
事
業

者
又
は
給
付
予
定
事
業
者

は
対
象
外

⑶
支
給
額

　
中
小
法
人
等
：
上
限
20
万
円

　
個
人
事
業
者
等
：
上
限
10
万
円

⑷
算
出
方
法

　	

支
給
額
＝（
2019
年
又
は
2020

年
の
基
準
月
の
売
上
高
‐

2021
年
の
対
象
月
の
売
上

高
）×
２

⑸
申
請
受
付
期
間

　
６
月
18
日
～
９
月
30
日

　	

郵
便
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
よ
り
申
請
可
能

⑹
問
い
合
わ
せ
先

　	

栃
木
県
地
域
企
業
応
援
一

時
金
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　
℡
028
‐
６
６
６
‐
７
１
１
１

　
Ｈ
Ｐ
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
：

　	https://w
w
w
.tochigi-

ouen-ichijikin.jp/

★
注
意

　	

国
の
月
次
支
援
金
は
、
給

付
要
件
を
満
た
し
て
い
れ

ば
、
月
ご
と
に
給
付
金
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

　	

一
方
、
県
の
地
域
企
業
応

援
一
時
金
は
、
2021
年
４
月

ま
た
は
５
月
の
売
上
高
を

対
象
と
し
、
給
付
要
件
を

満
た
し
て
い
れ
ば
、
給
付

金
が
一
回
だ
け
支
給
さ
れ

ま
す
。



（7）	 栃木商工会議所ニュース 	 令和３年７月10日発行（昭和43年２月２日）第３種郵便物許可

◆
緊
急
事
態
宣
言
対
応

　

一
時
支
援
補
助
金
（
市
）

　
（
締
切
間
近
）

⑴
対
象
者

①	

令
和
２
年
12
月
31
日
以
前

か
ら
市
内
に
主
た
る
事
業

所
を
有
し
、
か
つ
、
市
内

で
事
業
を
営
む
者
で
あ

り
、
引
き
続
き
市
内
に
お

い
て
事
業
を
継
続
す
る
意

思
を
有
す
る
中
小
法
人
又

は
、
個
人
事
業
者

②	

緊
急
事
態
宣
言
の
発
出
に

伴
い
、
栃
木
県
に
よ
る
営

業
時
間
短
縮
要
請
の
対
象

と
な
る
飲
食
店
と
直
接
又

は
、
間
接
の
取
引
が
あ
る

こ
と
又
は
、
緊
急
事
態
宣

言
の
発
出
地
域
に
お
け
る

不
要
不
急
の
外
出
及
び
、

移
動
の
自
粛
に
よ
る
直
接

的
な
影
響
を
受
け
た
こ
と

等
に
よ
り
、
令
和
３
年
１

月
～
３
月
の
い
ず
れ
か
の

期
間
の
売
上
が
30
％
以
上

減
少
し
て
い
る
者

③	

国
の
一
時
支
援
金
の
給
付

の
対
象
と
な
ら
な
い
者

④	

栃
木
県
に
よ
る
営
業
時
間
短

縮
要
請
に
伴
う
協
力
金
の
支

払
の
対
象
と
な
ら
な
い
者

⑤
市
税
の
未
納
が
な
い
こ
と

⑵
補
助
金
額	

一
律
10
万
円

⑶
申
請
方
法

　	

郵
送
又
は
、
市
役
所
の
専

用
ボ
ッ
ク
ス
へ
の
投
函

⑷	

申
請
期
限	

７
月
31
日（
土
）

　	

来
庁
し
専
用
ボ
ッ
ク
ス
に

投
函
の
場
合	

７
月
30
日

（
金
）
17
時
15
分
ま
で

⑸
問
い
合
わ
せ
先

　
栃
木
市
商
工
振
興
課

　
℡
21
‐
２
３
７
１

◆
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金

〈
低
感
染
リ
ス
ク
型
ビ
ジ
ネ
ス
枠
〉（
国
）

⑴
対
象
者
　
小
規
模
事
業
者
等

⑵
補
助
上
限

　
100
万
円（
補
助
率
３
／
４
）

⑶
補
助
対
象

　	
対
人
接
触
機
会
の
減
少
を
目

的
と
し
た
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
・

デ
リ
バ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
導

入
、
Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
構
築	

等

⑷
締
め
切
り

　
第
３
回
９
月
８
日
（
水
）

※	

第
４
回
～
第
６
回
に
つ
き

ま
し
て
も
公
開
中

⑸
問
い
合
わ
せ
先

　
当
所	

中
小
企
業
相
談
所

　
℡
23
‐
３
１
３
１

◆
Ｉ
Ｔ
導
入
補
助
金　
　
　

　
〈
低
感
染
リ
ス
ク
型
ビ
ジ
ネ
ス
枠

　
（
特
別
枠
：
Ｃ
・
Ｄ
類
型
）〉（
国
）

⑴
対
象
者

　
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者

⑵
補
助
上
限

　
Ｃ
類
型
：
30
万
円
～
450
万
円

	

（
補
助
率
２
／
３
）

　
Ｄ
類
型
：
30
万
円
～
150
万
円

	

（
補
助
率
２
／
３
）

⑶
補
助
対
象

　	

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
費
、
導
入

関
連
費
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア

レ
ン
タ
ル
費
等

⑷
締
め
切
り

　
第
２
回
７
月
30
日
（
金
）
17
時

　
第
３
回
９
月
中
（
予
定
）

⑸
問
い
合
わ
せ
先

　
Ｉ
Ｔ
導
入
補
助
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
℡
0570
‐
６
６
６
‐
４
２
４

◆�

地
域
企
業
感
染
症
対
策
施
設
等

支
援
補
助
金
（
県
）

⑴
対
象
者

　	

県
内
中
小
企
業
者
等
（
宿

泊
事
業
者
を
除
く
）

⑵
補
助
上
限
　

　
500
万
円（
補
助
率
２
／
３
）

　
※
下
限
30
万
円

⑶
補
助
対
象

　	

不
特
定
多
数
が
出
入
り
す

る
客
室
等
の
個
室
化
、
接

触
機
会
低
減
を
目
的
と
し

た
レ
イ
ア
ウ
ト
へ
の
変

更
、
テ
ラ
ス
席
設
置
に
必

要
な
工
事
、
空
気
調
和
設

備
・
換
気
設
備
の
設
置	

等

⑷
締
め
切
り

　
８
月
31
日
（
火
）
17
時

　
※
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

⑸
問
い
合
わ
せ
先

　	
地
域
企
業
感
染
症
対
策
施

設
等
支
援
補
助
金
事
務
局

　
℡
028
‐
６
１
２
‐
８
９
５
０

◆
第
３
回
地
域
企
業
感
染
症

　

対
策
支
援
補
助
金
（
県
）

⑴
対
象
者

　	

県
内
中
小
企
業
者
等
（
宿

泊
事
業
者
を
除
く
）

⑵
補
助
上
限

　
300
万
円（
補
助
率
２
／
３
）

※
下
限
10
万
円

⑶
補
助
対
象

　	

不
特
定
多
数
が
出
入
り
す
る
場
所
へ

の
自
動
検
温
サ
ー
マ
ル
カ
メ
ラ
・

パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
設
置
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
決
済
・
自
動
精
算
機
の
導

入
、
Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
構
築	

等

⑷
締
め
切
り

　
８
月
31
日
（
火
）
17
時

※
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

⑸
問
い
合
わ
せ
先

　	

地
域
企
業
感
染
症
対
策
支

援
補
助
金
事
務
局

　
℡
028
‐
６
７
８
‐
６
８
１
５

◆
宿
泊
事
業
者
感
染
症

　

対
策
支
援
補
助
金
（
県
）

⑴
対
象
者

　
県
内
宿
泊
事
業
者

⑵
補
助
金
額

①
施
設
改
装
：
30
～
300
万
円

　
新
規
分
：
補
助
率
２
／
３

　
遡
及
適
用
分
：
補
助
率
１
／
２

②
設
備
導
入
：
30
～
200
万
円

　
新
規
分
：
補
助
率
２
／
３

　
遡
及
適
用
分
：
補
助
率
１
／
２

③
備
品
購
入
：
10
～
300
万
円

　
新
規
分
：
補
助
率
２
／
３

　
遡
及
適
用
分
：
補
助
率
１
／
２

※	

備
品
購
入
は
事
業
内
容
に

応
じ
て
補
助
金
額
を
設
定

④
消
耗
品
購
入
：
５
～
100
万
円

　	

新
規
分
・
遡
及
適
用
分
：

補
助
率
１
／
２

○	

新
規
分
：
令
和
３
年
４
月
１

日
以
降
に
発
生
し
た
経
費

○	

遡
及
適
用
分
：
令
和
２
年

５
月
14
日
以
降
に
発
生
し

た
経
費

⑶
補
助
対
象

①	

施
設
改
装
：
個
室
化
、
レ
イ
ア

ウ
ト
変
更
、
テ
ラ
ス
席
設
置

②	

設
備
導
入
：
空
気
調
和
設

備
、
換
気
設
備
の
設
置

③	

備
品
購
入
：
サ
ー
マ
ル
カ
メ
ラ
、

パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
、
セ
ル
フ

チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
シ
ス
テ
ム
導
入
等

④	

消
耗
品
購
入
：
マ
ス
ク
、
フ
ェ

イ
ス
シ
ー
ル
ド
、
ビ
ニ
ー
ル
手

袋
、
消
毒
液
購
入
等

⑷
公
募
期
間

　	

令
和
３
年
６
月
25
日
（
金
）
～

８
月
31
日
（
火
）
17
時
ま
で

　	

申
請
は
郵
送
又
は
メ
ー
ル

の
み
で
受
付

⑸
問
い
合
わ
せ
先

　	

宿
泊
事
業
者
感
染
症
対
策

支
援
補
助
金
事
務
局

　
℡
028
‐
６
５
１
‐
３
７
０
１

◆
新
し
い
生
活
様
式

　
対
応
事
業
所
支
援
補
助
金
（
市
）

⑴
対
象
者

①	

令
和
３
年
３
月
31
日
以
前

か
ら
市
内
に
主
た
る
事
業

所
を
有
し
か
つ
、
市
内
で

事
業
活
動
を
営
む
者
で
あ

り
、
引
き
続
き
市
内
に
お

い
て
事
業
を
継
続
す
る
意

思
を
有
す
る
事
業
者

②
市
税
の
未
納
が
な
い
こ
と

⑵
補
助
対
象
経
費

①	

換
気
扇
、
間
仕
切
り
壁
等

の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め

の
設
備
設
置
費
用

②	

非
接
触
型
検
温
器
、
空
気
清

浄
機
等
の
感
染
拡
大
防
止
の

た
め
の
備
品
購
入
費
用

⑶
補
助
上
限	

30
万
円

	

（
補
助
率
２
／
３
）

※	

補
助
対
象
経
費
合
計
３
万

円
以
上
の
場
合
に
限
る

※	

申
請
は
、
一
事
業
所
一
回
限
り

⑷
申
請
期
限

　
令
和
４
年
１
月
31
日（
月
）

　
当
日
消
印
有
効

※	

た
だ
し
、
申
請
額
が
予
算

に
達
し
た
時
点
で
終
了
と

な
り
ま
す
。

⑸
問
い
合
わ
せ
先

　
栃
木
市
商
工
振
興
課

　
℡
21
‐
２
３
７
１

◆
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

　

対
策
マ
ル
経
（
国
）

⑴
対
象
者

　	

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
よ
り
最
近

１
カ
月
の
売
上
高
が
前
年

又
は
、
前
々
年
同
期
と
比

較
し
て
５
％
以
上
減
少
し

た
小
規
模
事
業
者

⑵
融
資
限
度
額

　	

通
常
の
融
資
額
＋
別
枠
：

１
，
０
０
０
万
円

⑶
返
済
期
間

　
設
備
資
金
：
10
年
以
内

	

（
据
置
期
間
４
年
以
内
）

　
運
転
資
金
：
７
年
以
内

	

（
据
置
期
間
３
年
以
内
）

⑷
貸
付
金
利

　	

当
初
３
年
間
：
特
別
利
率

Ｆ
―
0.9
％

　
４
年
目
以
降
：
特
別
利
率
Ｆ

※	

特
別
利
率
Ｆ
1.21
％
（
６
月

１
日
現
在
）

⑸
利
子
補
給

　	

売
上
が
急
減
し
た
事
業
者

（
小
規
模
個
人
事
業
主
△

５
％
・
小
規
模
法
人
△

15
％
）
に
対
し
借
入
後
３

年
間
利
子
補
給
に
よ
り
実

質
無
利
子
化

⑹
問
い
合
わ
せ
先

　
当
所	

中
小
企
業
相
談
所

　
℡
23
‐
３
１
３
１
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６月放送の様子

「チョー元気UP女性経営者会」放送中!!
� 【FM周波数85.7ＭＨｚ】
放送日：�毎月第１・第３月曜の16：00～16：30
　　　　30分間生放送

FMくらら栃木商工会議所女性経営者会オリジナルラジオ番組

栃木商工会議所女性経営者会　第４回通常総会開催

女性経営者会NEWS女性経営者会NEWS

　去る６月９日、市内において６月例会「小島会長の闘魂注入！み
んなでやらなきゃできないよ！！全員参加DE関東ブロック大会決
起集会」を開催した。当日は、総勢47名が出席した。
　本例会は、令和４年度に栃木市で開催される関東ブロック大会に
向け、前回の平成27年度栃木県開催の主管地であった日光YEGの
OB、現役メンバーの方々をお迎えし、関東ブロック大会について
の知識を深めるためのパネルディスカッションを行った。
　開催にあたっては、検温、アルコール消毒の徹底、マスク着用等
の新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行い、出席者の安全を第
一に実施した。
　本例会の開催によって、関東ブロック大会の知識を深めることはもとより、来年度の当地開催に対するメンバー
の士気の向上にも繋がったものと思われる。出席頂いた日光YEGの皆さまには、心より御礼を申し上げます。
	 研修委員長　冨島　弘光

　去る６月11日、当所において、女性経営者会第４回通常総会を開催した。
　総会は、堀会長の挨拶のあと議事に入り、令和２年度事業報告並びに収
支決算、令和３年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について審議され、
原案のとおり承認可決された。事業計画の詳細は、今後の情勢に配慮し、
協議の上決定していくこととなった。次に、役員選任（案）について審議
され、事業の継続性と組織の基盤強化のため、堀会長をはじめ現役員を再
任することで承認可決された。その後、来賓を代表して、荒金会頭より激
励の祝辞をいただいた。
　総会終了後には、講師に大川栃木市長をお招きし、「再発見！魅力度UPとちぎ」と題し講演をいただいた。市
民に寄り添う姿勢や市政への熱意に引き付けられ、参加者は熱心に耳を傾けていた。
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「小島会長の闘魂注入！みんなでやらなきゃできないよ！！「小島会長の闘魂注入！みんなでやらなきゃできないよ！！
� 全員参加DE関東ブロック大会決起集会」を開催� 全員参加DE関東ブロック大会決起集会」を開催

６月例会

新入会員を募集しています！新入会員を募集しています！
青年経営者会は、若い経営者や次代を担う後継者の自己研鑽のために、昭和61年10月
に創設されました。現在90名の会員が、活動を通じて事業の活性化と地域経済の振興
を目指しています。各会員は委員会に所属し、講習会や研修など各事業を推進するこ
とになりますが、会員相互の親睦も積極的に図られ、ビジネスに結びつく情報交換も
活発に行われます。個々のメリットを追求し明日の企業経営を切り拓きましょう。
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